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公益財団法人都市緑化機構特定緑地保全業務に関する 規程 

 

第１ 章 総則 

（ 目的）  

第１ 条 こ の規程は、 都市緑地法（ 昭和 48 年法律第 72 号。 以下「 法」 と いう 。） 第 69 条第１ 項の

規定によ り 国土交通大臣よ り 都市緑化支援機構と し て指定さ れた公益財団法人都市緑化機構（ 以

下「 機構」 と いう 。） が行う 特定緑地保全業務に関する 内容及び方法を定め、 も ってその適正か

つ確実な実施に資する こ と を目的と する 。  

（ 業務運営の基本方針）  

第２ 条 機構は、 こ の規程に従って行う 業務が法第 69 条第１ 項の規定により 指定さ れた支援機構

と し て行う も のである こ と に鑑み、 都市における 緑地の保全を支援する ため、 各業務の円滑かつ

効率的な運営に努める も のと する 。  

（ 用語）  

第３ 条 こ の規程において使用する 用語は、 法において使用する 用語の例によ る 。  

（ 特定緑地保全業務を行う 事務所に関する 事項）  

第４ 条 機構が特定緑地保全業務を行う 事務所の名称及び所在地は、 以下に定める と こ ろと する 。  

 名 称： 公益財団法人都市緑化機構 

 所在地： 東京都千代田区神田神保町三丁目２ 番地４ 田村ビル２ 階 

（ 区分経理の方法その他の経理に関する 事項）  

第５ 条 機構は、 特定緑地保全業務を機構が実施する 他の業務と 区分し て経理する も のと する 。  

（ 国と の連携）  

第６ 条 機構は、 法第 17 条の２ 第１ 項の規定によ る 都道府県等から の機構に対する 要請（ 以下

「 業務実施要請」 と いう 。） への対応及び、 特定緑地保全業務の実施について、 国と 連携を図る

も のと する 。  

 

第２ 章 特定緑地保全業務 

（ 特定緑地保全業務の実施）  

第７ 条 機構は、 業務実施要請について、 当該要請に係る 対象土地（ 以下「 要請対象土地」 と い

う 。） が次条に規定する 基準のすべてを満たすと 認める と き は、 法第 17 条の２ 第２ 項の規定に基

づき 、 遅滞なく 、 当該要請をし た都道府県（ 市の区域内にあっては、 当該市。 以下「 都道府県

等」 と いう 。） に対し 、 特定緑地保全業務を実施する 旨を通知する も のと する 。（ 以下こ の通知の

対象土地を「 業務対象土地」 と いう 。）  

２  機構は、 前項の通知を文書によ り 行う も のと する 。  

（ 特定緑地保全業務を行う べき 土地の基準）  

第８ 条 機構が特定緑地保全業務を行う べき 土地の基準は次に掲げる も のと する 。  

一 法第 12 条第１ 項の規定によ る 特別緑地保全地区内に所在する 土地 

二 所有者が、 法第 14 条第１ 項に掲げる 行為をする ために、 当該行為の実施について都道府県

知事（ 市の区域内にあっては、 当該市の長。 以下「 都道府県知事等」 と いう 。） の許可を求

め、 都道府県知事等がこ れを許可し なかった土地 

三 所有者から 都道府県等に、 当該許可を受ける こ と ができ ないため要請対象土地の利用に著し

い支障を来たすこ と と なる こ と によ り 要請対象土地を買い入れる べき 旨の申し 出があった土地 

四 第 11 条第一号に規定する 通知の送付を受けた土地又は、 通知の送付を受ける 予定の土地 

五 形状、 地積、 隣地境界が明確である 土地 

六 共有者が存する 場合、 すべての共有者が買入れに同意し ている 土地又は、 次条第１ 項第一号

に規定する 時期（ 本条において以下「 買入れ時期」 と いう 。） までに同意する 見込みである と



機構が認める 土地 

七 買入れ時期までに相続が発生し た場合に相続人と なり 得る 者が買入れに同意し ている 土地又

は、 買入れ時期までに同意する 見込みである と 機構が認める 土地 

八 所有権以外に設定さ れている 権利がない土地又は、 所有権以外の権利が設定さ れている 土地

で、 買入れ時期までに所有者がこ れを抹消する こ と が確実である と 機構が認める 土地 

九 公租公課の滞納がない土地又は、 公租公課の滞納がある 土地で、 買入れ時期までに所有者が

こ れを解消する こ と が確実である と 機構が認める 土地 

十 相隣関係に争いがない土地又は、 相隣関係に争いがある 土地で、 買入れ時期までに所有者が

こ れを解消する こ と が確実である と 機構が認める 土地 

十一 樹木以外の所有者の所有物がない土地又は、 樹木以外の所有者の所有物がある 土地で、 買

入れ時期までに所有者がこ れを撤去する こ と を誓約し 、 その履行が確実である と 機構が認め

る 土地 

十二 越境物、 不法投棄物、 残置物がない土地又は、 越境物、 不法投棄物、 残置物がある 土地

で、 買入れ時期までに所有者または原因者がこ れを撤去または解消する こ と を誓約し 、 その

履行が確実である と 機構が認める 土地 

（ 業務実施協定の締結に関する 事項）  

第９ 条 機構が第７ 条第１ 項に規定する 通知をし たと き は、 機構及び当該通知を受けた都道府県等

は、 法第 17 条の２ 第３ 項の規定に基づき 、 当該通知の後速やかに、 特定緑地保全業務の実施の

ため、 次に掲げる 事項をその内容に含む協定（ 以下「 業務実施協定」 と いう 。） を締結する も の

と する 。  

一 業務対象土地の買入れの時期（ 以下「 買入れ時期」 と いう 。）  

二 業務対象土地の区域内において行う 機能維持増進事業の内容及び方法 

三 業務対象土地の管理の内容及び方法 

四 業務対象土地を保有する 期間 

五 前号の期間内において行う 都道府県等への業務対象土地の譲渡の方法及び時期 

六 第一号から 第三号及び前号に規定する 業務の実施に要する 費用であって都道府県等が負担す

べき も のの支払の方法及び時期 

七 業務対象土地の買入れの方法 

八 第一号に規定する 業務の実施に要し た費用の額を超えない範囲内において定める 都道府県等

が負担する 費用の額の算定方法 

九 第六号に従い都道府県等が負担する 費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法 

十 その他特定緑地保全業務の実施に関し 必要な事項 

２  前項第四号に規定する 期間は、 第 11 条第一号に規定する 国から の通知に表示さ れた貸付金交

付予定時期（ 以下「 貸付金交付予定時期」 と いう 。） から 起算し て 10 年を超えないも のと する 。  

３  第１ 項第五号に規定する 譲渡の時期は貸付金交付予定時期から 起算し て４ 年を超えないも のと

する 。  

（ 特定緑地保全業務の実施の方法に関する 事項）  

第 10 条 特定緑地保全業務のう ち土地の買入れに係る 業務の実施の方法は、 次の各号に掲げる も

のと する 。  

一 機構は、 法第 17 条の２ 第４ 項の規定に基づき 、 前条に規定する 業務実施協定の内容に従っ

て業務対象土地の所有者から 業務対象土地を買い入れる も のと する 。  

二 機構は、 機構に業務実施要請をし た都道府県等に、 次に掲げる 事項を含む文書を業務対象土

地の所有者に提示さ せる と と も に、 こ れについての業務対象土地の所有者の同意を得る よ う 求

める も のと する 。  

ア 機構が都道府県等に代わって業務対象土地を所有者から 買い入れる こ と  

イ  機構によ る 業務対象土地の買入れは法に基づいて行われる も のであって、 買入れに係る す



べての条件は、 都道府県等が業務対象土地を買い入れる 場合と 何ら 変わり がないこ と  

三 機構は、 業務対象土地の所有者又は都道府県等に、 測量士又は土地家屋調査士によ る 業務対

象土地の確定測量（ 以下「 確定測量」 と いう 。） を行わせ、 買入れ時期までに確定測量図を機

構に提示さ せる も のと する 。  

四 前号の規定にかかわら ず、 都道府県等が機構に確定測量を行う こ と を要請する場合には、 機

構は業務実施協定において機構が確定測量を行う こ と を定めた上で、 業務実施協定に従いこ れ

を行う も のと する 。  

五 機構は、 買入れに係る 業務対象土地の面積を第三号又は前号に基づく 確定測量に従う 面積

（ 実測面積） と する も のと する 。  

六 機構は、 業務対象土地の所有者及び都道府県等に、 第三号に掲げる 測量図又は第四号に掲げ

る 測量によ る 測量図に基づく 業務対象土地と 隣地と の境界を現地において明示さ せる も のと す

る 。  

七 機構は、 第三号又は第四号の測量面積と 登記簿記録の面積と の間に相違がある場合、 業務対

象土地の所有者又は都道府県等に、 買入れ時期までに地積更正登記を行わせる も のと する 。  

八 前号の規定にかかわら ず、 都道府県等が機構に地積更正登記を行う こ と を要請する 場合に

は、 機構は業務実施協定において機構が地積更正登記を行う こ と を定めた上で、 業務対象土地

を買い入れた後に業務実施協定に従いこ れを行う も のと する 。  

九 機構は、 業務対象土地の所有者又は都道府県等に、 業務対象土地の全ての隣接土地の所有者

から 取得し た境界確認書を買入れ時期までに機構に提示さ せる も のと する 。  

十 前号の規定にかかわら ず、 都道府県等が機構に境界確認書の取得を行う こ と を要請する 場合

には、 機構は業務実施協定において機構が境界確認書の取得を行う こ と を定めた上で、 業務実

施協定に従いこ れを行う も のと する 。  

十一 機構は、 買入れに係る 業務対象土地の価額を都道府県等又は機構が取得する不動産鑑定評

価額等をも と に都道府県等が定める 価額（ 以下「 買入れ価格」 と いう 。） と する も のと す

る 。  

十二 機構は、 業務対象土地の買入れの対価（ 以下「 売買代金」 と いう 。） を現金で支払う も の

と する 。  

十三 業務対象土地の所有権は、 機構が売買代金の全額を支払い、 業務対象土地の所有者がこ れ

を受領し たと き に、 業務対象土地の所有者から 機構に移転する も のと する 。  

十四 機構は、 業務対象土地の所有者が次のこ と を行う にあたり 遅滞が生じ ていると 認める と き

は、 業務実施要請をし た都道府県等に、 業務対象土地の所有者に履行を促すこ と を求める こ

と ができ る も のと する 。  

ア 売買代金全額の受領と 同時に業務対象土地の機構への引き 渡し を行う こ と  

イ  売買代金全額の受領と 同時に業務対象土地を機構の名義にする ための所有権移転登記の申

請に必要な書類を機構に提示する こ と  

十五 機構は、 業務対象土地の所有権移転登記の申請手続き を行う も のと する 。  

十六 機構は、 業務対象土地の所有者が、 所得税又は法人税の課税上、 特定土地区画整理事業等

のために土地等を譲渡し た場合の 2, 000 万円控除の特例の適用を受けよ う と する 場合には、

次のこ と を行う も のと する 。  

ア 前号に基づく 業務対象土地の所有権移転登記が完了し た後、 都道府県等と 業務対象土地の

売買の予約契約又は業務対象土地の第三者への転売を停止条件と する 停止条件付売買契約を

締結し 、 併せて都道府県等への所有権移転の仮登記を行う  

イ  都道府県知事等の「 土地等を法第 17 条の２ 第４ 項の規定によ り 都市緑化支援機構が買い

取った旨を証する 書類」（ 都市緑地法運用指針別添様式第２ ） を業務対象土地の所有者に交

付する  

十七 機構は、 前号アに従う 所有権移転の仮登記の申請手続き を都道府県等に依頼する も のと す



る 。  

十八 機構は、 買入れを行った場合には、 １ 月から ３ 月まで、 ４ 月から ６ 月まで、 ７ 月から ９ 月

まで及び 10 月から 12 月までの各期間に支払う べき 当該買入れに係る 対価についての所得税

法第 225 条第１ 項第９ 号の規定によ る 調書を、 当該各期間に属する 最終月の翌月末日まで

に、 事業場の所在地の所轄税務署長に提出する も のと する 。  

２  特定緑地保全業務のう ち機能維持増進事業に係る 業務の実施の方法は、 次の各号に掲げる も の

と する 。  

一 機能維持増進事業は、 緑地の有する 機能の維持増進を図る ための立木竹の皆伐又は択伐、 土

地の掘削その他必要な措置と する 。  

二 機構は、 都道府県等から の要請があった場合に、 都道府県等が要請書に記載し た特定緑地保

全業務に係る 具体的内容に基づき 、 第１ 項第一号の規定によ り 買い入れた業務対象土地の区域

内において、 業務実施協定に従って機能維持増進事業を行う も のと する 。  

３  特定緑地保全業務のう ち土地の管理に係る 業務の実施の方法は、 次の各号に掲げる も のと す

る 。  

一 機構は、 都道府県等から の要請があった場合に、 都道府県等が要請書に記載し た特定緑地保

全業務に係る 具体的内容に基づき 、 第１ 項第一号の規定によ り 買い入れた業務対象土地を適正

に管理する も のと する 。  

二 機構が前項に従い業務対象土地の管理を行う 期間は、 機構が業務対象土地を買い入れたと き

から 都道府県等に譲渡する と き までと する も のと する 。  

三 機構は、 業務対象土地を分割し て引き 渡す場合は、 第９ 条第１ 項第三号に従い業務実施協定

に定める 管理の内容及び方法において機構が管理を行う 期間及び区域を定める も のと する 。  

四 機構は、 第９ 条第１ 項第四号に規定する 期間中に業務対象土地に関し て、 機構が保有、 機能

維持増進事業及び、 管理を行う にあたって障害と なる こ と を認めた場合、 当該期間が満了し た

と き に都道府県等が業務対象土地を所有し 、 管理する こ と と なる こ と 及び、 第９ 条第２ 項の定

めに鑑み、 原則と し て都道府県等にこ れを解消する こ と を求める も のと する 。  

４  特定緑地保全業務のう ち土地の譲渡に係る 業務の実施の方法は、 次の各号に掲げる も のと す

る 。  

一 機構は、 買い入れた業務対象土地を、 業務実施協定に従って都道府県等に譲渡する も のと す

る 。  

二 機構は、 譲渡に係る 業務対象土地の価額（ 以下「 譲渡価格」 と いう 。） を、 買入れ価格と 同

額と する も のと する 。  

三 機構は、 譲渡に係る 業務対象土地の面積を、 第１ 項第五号に定める 面積と するも のと する 。  

四 機構は、 都道府県等が機構に支払う 業務対象土地の譲渡の対価（ 以下「 譲渡代金」 と い

う 。） の支払い済みの額に応じ て、 第９ 条第１ 項第五号に従い業務実施協定に定める 譲渡の方

法及び時期に従って業務対象土地を一括又は分割によ り 都道府県等に引き 渡すも のと する 。  

五 機構は、 前号に従い業務対象土地を分割によ り 引き 渡す場合における引き 渡す土地の面積

を、 第二号に定める 譲渡価格に対する 支払い済みの譲渡代金の額の割合を第三号に定める 面積

に乗じ た面積と する も のと する 。  

六 業務対象土地又は、 業務対象土地を分割し て引き 渡す場合の引き 渡す土地の所有権は、 都道

府県等がその土地の引渡し を受けたと き に機構から 都道府県等に移転する も のと する 。  

七 機構は、 第 1 項三号の規定によ り 都道府県等から 提示さ れた測量図又は、 同項第四号に掲げ

る 測量によ る 測量図又は、 業務対象土地を分割し て引き 渡す場合の引き 渡す土地に対応する 測

量図を、 土地の引渡し の時に都道府県等に提示する も のと する 。  

八 機構は、 引き 渡し た土地を都道府県等の名義にする ための所有権移転登記の申請手続き を行

う こ と を都道府県等に要請する も のと する 。  

（ 特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保する ための措置に関する 事項）  



第 11 条 機構が講ずる 特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置は、 次の各

号に掲げる も のと する 。  

一 要請対象土地の買入れ及び機能維持増進事業に要する 資金について、 国に都市開発資金の貸

付けに関する 法律（ 昭和 41 年法律第 20 号） 第１ 条第９ 項に定める 資金の貸付けを申請し 、 国

から 貸付決定通知の送付を受ける 。  

二 前号によ る 貸付金の国への償還は、 業務対象土地の都道府県等への譲渡を開始し た後に行

う 。  

三 特定緑地保全業務の実施に要し た費用（ 特定緑地保全業務に直接に要する 費用（ 以下「 直接

費」 と いう 。） のほか、 事務費（ 人件費、 旅費、 その他費用及び消費税を含む）、 第七号に掲げ

る 要請によ る 措置が講じ ら れない場合の業務対象土地に係る 公租公課を含む） のすべてを、 業

務実施協定に従い都道府県等から 徴収する 。  

四 前号に掲げる 業務に係る 事務費の算定は、 国土交通省受託事務処理規則第９ 条の規定に基づ

く 経費の算定基準（ 平成 13 年１ 月６ 日国官会第 17 号） に準拠し 、 次の表に掲げる 直接費の額

ごと に区分し て逓次に各率を乗じ て算定し た額を基準と し て、 業務対象土地の状況等を勘案し

て都道府県等と の調整の上、 決定する も のと する 。  

 

直接費の額 直接費に対する 事務費の率 

100 万円以下の金額 8. 100％ 

100 万円を超え 500 万円以下の金額 6. 950％ 

500 万円を超え 1, 000 万円以下の金額 5. 900％ 

1, 000 万円を超え 5, 000 万円以下の金額 4. 950％ 

5, 000 万円を超え１ 億円以下の金額 4. 200％ 

１ 億円を超え３ 億円以下の金額 3. 480％ 

３ 億円を超え５ 億円以下の金額 2. 960％ 

５ 億円を超え７ 億円以下の金額 2. 500％ 

７ 億円を超え 10 億円以下の金額 2. 090％ 

10 億円を超え 15 億円以下の金額 1. 730％ 

15 億円を超え 20 億円以下の金額 1. 425％ 

20 億円超えの金額 1. 220％ 

 

五 第三号に規定する 費用のう ち第一号に規定する 通知の対象に含まれないも のを都道府県等か

ら 徴収する 場合、 業務実施協定に従い利子を徴収する こ と ができ る 。  

六 前号に従い利子を徴収する 場合の利率は、 都道府県等が支払いを開始する 時の代表的な長期

金利等を参考と し て、 都道府県等と 調整の上、 決定する 。  

七 機構が業務対象土地を保有し ている 期間は業務対象土地を公租公課の賦課の対象と し ないよ

う 都道府県等に要請する 。  

八 機構は、 要請対象土地について、 第８ 条に掲げる 基準への適合の判定に要し た費用がある 場

合、 都道府県等にこ の負担を求める 。  

 

第３ 章 その他 

（ 業務委託）  

第 12 条 機構は、 特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施する ために必要と 認める 場合には、 そ

の一部を機構が選定する 者に委託する こ と ができ る も のと する 。  

２  機構は、 前項に従って業務を委託する と き は、 あら かじ め都道府県等に次に掲げる 事項を通知

する も のと する 。  



一 業務委託の相手方の住所、 氏名 

ニ 業務委託を行う 業務の範囲 

三 業務委託の必要性及び業務委託先と の契約金額 

（ 帳簿その他の特定緑地保全業務に関する 書類の管理に関する 事項）  

第 13 条 機構は、 法第 75 条の規定に基づく 帳簿（ 以下「 帳簿」 と いう 。） 及びその他の特定緑地

保全業務に関する 書類の保管・ 保存を、 施錠のでき る ロ ッ カー等において、 個人情報及び秘密情

報が漏れる こ と がなく 、 かつ、 特定緑地保全業務以外の目的で複製、 利用等がさ れない方法で行

う も のと する 。  

２  機構は、 帳簿に記載すべき 事項が電子計算機に備えら れたファ イ ル又は電磁的記録媒体（ 電子

的方式、 磁気的方式その他人の知覚によ っては認識する こ と ができ ない方式で作ら れる 記録であ

って電子計算機によ る 情報処理の用に供さ れる も のに係る 記録媒体をいう 。） に記録さ れ、 必要

に応じ 機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示さ れる と きは、 当該記録

をも って帳簿への記載に代える こ と ができ る も のと する 。  

３  機構は、 帳簿（ 前項の規定によ る 記録が行われた同項のファ イ ル又は電磁的記録媒体を含

む。） を、 最終の記載又は記録の日から 起算し て 10 年間保存し なければなら ないも のと する 。  

（ 特定緑地保全業務に関する 秘密の保持に関する 事項）  

第 14 条 機構の役員及び職員並びにこ れら の者であった者は、 個人情報の保護に関する 法律（ 平

成 15 年法律第 57 号。 以下「 個人情報保護法」 と いう 。） その他個人情報保護に関する 諸規範に

従い、 特定緑地保全業務に関し て知り 得た個人情報について漏洩、 滅失及び毀損し 、 又は特定緑

地保全業務以外の目的（ 個人情報保護法第 18 条第１ 項及び第２ 項に基づき 、 個人情報の取得に

際し ての通知等を行った利用目的を除く 。） での複製、 利用等をし てはなら ないも のと する 。  

２  機構の役員及び職員並びにこ れら の者であった者は、 特定緑地保全業務に関し て知り 得た秘密

情報について漏洩、 滅失及び毀損し 、 又は特定緑地保全業務以外の目的で複製、 利用等をし ては

なら ないも のと する 。  

（ 特例業務）  

第 15 条 機構が、 古都における 歴史的風土の保存に関する 特別措置法（ 昭和 41 年法律第１ 号） 第

14 条第１ 項の規定によ り 同項各号に掲げる 業務を行う 場合は、 次の表の左欄に掲げる こ の規程

の規定中同表の中欄に掲げる 字句を、 それぞれ同表の右欄に掲げる 字句と し たう えでこ の規程を

適用する も のと する 。  

 

 

規程の名称、 第１ 条、 第４ 条、 第５ 条、

第６ 条、 第２ 章の名称、 第７ 条第１ 項、

第８ 条、 第９ 条第１ 項、 同条同項第十

号、 第 10 条第１ 項、 同条第２ 項、 同条同

項第二号、 同条第３ 項、 同条同項第一

号、 同条第４ 項、 第 11 条、 同条第三号、

第 12 条第１ 項、 第 13 条第１ 項、 第 14 条

第１ 項、 同条第２ 項 

特定緑地保全業務 特定土地保全業務 

第１ 条、 第２ 条、 第 13 条第１ 項 法 緑地法 

第３ 条 法 緑地法及び古都法 

第６ 条 法第 17 条の２ 第２ 項 古都法第 13 条第１ 項 

第７ 条第１ 項 法第 17 条の２ 第２ 項 古都法第 13 条第２ 項 

第８ 条第一号 法第 12 条第１ 項の規定

によ る 特別緑地保全地

古都法第６ 条第 1 項の

規定によ る 歴史的風土



区内 特別保存地区内 

第８ 条第二号 法 14 条第１ 項 古都法第９ 条第１ 項 

第９ 条第 1 項 法第 17 条の２ 第３ 項 古都法第 13 条第３ 項 

第 10 条第１ 項第一号 法第 17 条の２ 第４ 項 古都法第 13 条第４ 項 

第 15 条  削除 

 

（ 改廃）  

第 16 条 こ の規程の改廃は、 理事会の決議を経て行う 。  

 

 

附則 

１  こ の規程は、 法第 71 条第１ 項の規定に基づき 、 国土交通大臣の認可を受けた日から 施行す

る 。  



東京都板橋区

＜生産緑地地区の例＞

○市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上＊1の農地を
都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る。

○市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられている。

生産緑地制度の概要

＊1 市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能。
＜手続の流れ＞

（２月以内）

＜税制措置＞ 括弧書きは、三大都市圏特定市の市街化区域農地の税制

・ 固定資産税が農地課税 （生産緑地以外は宅地並み課税）

・ 相続税の納税猶予制度が適用（生産緑地以外は適用なし）

※特定生産緑地として指定されなかった場合等は適用なし

生産緑地地区の都市計画決定（市町村）

建築等の行為制限＊２、農地等としての管理

買取りの申出

買い取る旨の通知 買い取らない旨の通知

農林漁業希望者へのあっせん

法律の目的に沿った
適切な管理

農地等として生産
緑地の管理

不調の場合
行為制限解除

営農の継続

※農地等利害関係人の同意

（１月以内）

・主たる従事者の死亡等
・指定後30年経過＊３

【指定要件】
・ 500㎡以上＊1の一団の農地
・公共施設等の敷地として適する
・農林漁業の継続が可能 等

＊３ 特定生産緑地に指定されている
 場合は当該指定から10年経過

＊２ 温室や農業用倉庫に加え、直売所や農家レストランも設置可能に

東京都練馬区

＜実績＞
55,198地区、11,171ha

（R5.12.31現在）

生産緑地地区指定後のイメージ
生産緑地地区の指定から30年の間に、主たる従事者の死亡・身体故障が生じた場合には、生産緑地の所有者は市町村に対して
買取り申出することが可能。

→後継者は営農を継続するか否かを判断することが可能

(Ｘ＋30年)

生産緑地として税制特例措置

(Ｘ年) 告示から
30年経過

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

指定

税制

生

産

緑

地

地

区

の

都

市

計

画

の

告

示

買取り申出する

生産緑地として税制特例措置
■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地評価・農地課税

指定

税制

生

産

緑

地

地

区

の

都

市

計

画

の

告

示

自治体が買い取る場合

→公園・緑地等として整備

自治体が買い取らない場合

→農林漁業希望者へのあっせん
→生産緑地地区の行為制限を解除し、

他の用途に活用可能（宅地等）税制特例措置なし
■相続税等 ：納税猶予の適用なし
■固定資産税等 ：宅地並評価・宅地並み課税

買取りの申出せず営農継続
相続の発生等

買取りの申出せず営農継続

買取りの申出する

これ以降、
買取り申出が可能

指定から３０年の間に相続が生じても営農を継続する場合

指定から３０年の間に相続が生じ、 買取り申出する場合

相続の発生等



都市緑地法等の一部を改正する法律（ 都市農地関係部分）

【生産緑地法】 （現⾏・改正)

【都市計画法・建築基準法】

【都市緑地法】
緑地の定義

生産緑地地区に関する都市計画

用途地域

税制）新たに対象となる小規模な
生産緑地にも農地課税を適用

生産緑地地区内の行為制限

・生産等に必要な施設のみ設置可能▶直売所、農家レストラン等の設置を可能に（国家戦略特区の規制改革提案に対応）

生産緑地の買取り申出

・都市計画決定後30年経過により所有者は市区町村に買取り申出が可能
（令和4年には約8割の生産緑地が申出期を迎える）

▶ 田園住居地域の創設
・農地と調和した低層住宅に係る良好な住居環境の保護を目的

・建築規制（低層住居専用地域をベースに農業用施設の立地を限定的に許容）

・農地の開発規制（許可制、一定の小規模の開発は可能）

・住居、商業、工業その他の用途を適切に配分し、建築物の用途、形態等を制限

・農地が比較的多い住居専用地域では、農業用施設の建築には個別許可が必要

・生産緑地以外の農地は宅地化が進行

・法律上の緑地の範囲は、樹林地、草地、水辺地等 ▶ 農地を明示

市区町村の公園・緑地政策全体のマスタープラン（緑の基本計画）

・農地は原則対象外 ▶ 生産緑地ほか都市農地の保全方針を追加

0
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

生産緑地以外の市街化区域内農地（左軸：ha）

生産緑地（左軸：ha）

(ha)

規制緩和による農業経営の支援
＋都市住⺠の満足度向上

農家の意向を基に将来の保全
を確実に

都市の構成要素としての農地を都市計画に本格的に位置付け

小規模でも身近な農地をきめ
細かに保全

農地を都市の
緑地政策体系に
位置付け、保全
手法を充実

公共施設の設置（道路）

存続

面積要件（500㎡）を下回る

三大都市圏特定市における 市街化区域内農地の推移

農産物直売所 農家レスト ラ ン

農地と 調和し た低層住宅

▶申出可能時期を10年先送りする特定生産緑地制度の創設

（土地所有者等の同意を得て市区町村指定）

▶300㎡以上（政令で規定）で市区町村が条例で定める規模

に引下げ可能に
※一団性要件の運用緩和（いわゆる道連れ解除への対応）

農業体験農園   生産緑地地区
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H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

生産緑地以外の市街化区域内農地（左軸：ha）

生産緑地（左軸：ha）

(ha)

公共収用等で面積要件を下回るこ と
と なる生産緑地の保全を可能に

第一種低層住居専用地域 / 第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域 / 第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域 /第二種住居地域 /

準住居地域

商業系  ２

＋ 田園住居地域

用途地域の類型

住居系 ７ ＋ 1

工業系  ３

・500㎡以上等の要件に該当する一団の農地 （生産緑地地区：12,525ha）

生産緑地法： 生産緑地地区の面積要件の引下げ

○ 生産緑地地区の規模要件が一団で500㎡以上とされていたため、要件を満たさない小規模な農地は、農地所有者に営農

の意思があっても、保全対象とならなかった。

○ 公共収用等に伴い、又は複数所有者の農地が指定された生産緑地地区で一部所有者の相続等に伴い、生産緑地地区の

一部の解除が必要な場合に、残された面積が規模要件を下回ると、生産緑地地区全体が解除されていた（道連れ解除）。

小規模でも身近な農地として緑地機能を発揮

買取り申出面積 1,594㎡
道連れ解除面積 429㎡

公共施設の設置（道路）

存続

公共施設の面積 222㎡
道連れ解除面積 284㎡

道連れ解除

買取り申出

存続

面積 約300㎡

都市住民が農家と交流しながら野菜の収穫体験を行う
イベントの実施

○法改正  ：生産緑地地区の面積要件を条例で300㎡（政令で規定）まで引下げ可能に。

○運用改善：併せて、同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、一団の農地等とみなして指定可能に
（ただし、個々の農地はそれぞれ100㎡以上）。

※ これらの制度・運用改正を受けた生産緑地も、従前の税制（固定資産税の農地課税・相続税の納税猶予）を適用。

営農意欲があっても生産緑地地区が解除される事例

改正内容

背景

道連れ解除

平成２９年６月１５日施行



許可実績（R5.12月末時点）

生産緑地法： 生産緑地地区における建築規制の緩和（ 直売所等を設置可能に）

・生産緑地地区内では、設置可能な建築物を農業用施設に厳しく限定

・かねてより、農業団体等から直売所等の設置を可能とするよう要望

生産緑地地区内に設置可能な施設は、

農林漁業を営むために必要で、生活環境

の悪化をもたらすおそれがないものに限定

【設置可能な施設】

①生産又は集荷の用に供する施設

ビニールハウス、温室、育種苗施設、農産物

の集荷施設 等

②生産資材の貯蔵又は保管の用に
供する施設

農機具の収納施設、種苗貯蔵施設 等

 ③処理又は貯蔵に必要な共同利用施設

  共同で利用する選果場 等

 ④休憩施設その他

  休憩所（市民農園利用者用を含む）、農作業  

講習施設 等

改 正 前 改 正 後

営農継続の観点から、新鮮な農産物等へ

の需要に応え、農業者の収益性を高める

下記施設を追加

【追加する施設】

①生産緑地内で生産された農産物等を
  主たる原材料とする製造・加工施設

②生産緑地内で生産された農産物等又は  
①で製造・加工されたものを販売する
施設

③生産緑地内で生産された農産物等を
主たる材料とするレストラン

※生産緑地の保全に無関係な施設（単なるスー 
パーやファミレス等）の立地や過大な施設を
防ぐため、省令で下記基準を設定。

・ 残る農地面積が地区指定の面積要件以上

・ 施設の規模が全体面積の20％以下

・ 施設設置者が当該生産緑地の主たる従事者

・ 食材は、 主に生産緑地及びその周辺地域

 （ 当該市町村又は都市計画区域） で生産

課題・背景

生産緑地地区に設置可能な建築物として、農産物等
加工施設、農産物等直売所、農家レストランを追加

改正内容

平成２９年６月１５日施行

製造・加工施設 ６件

直売所 21件

農家レストラン １件

（参考：農作物栽培高度化施設 4件）

【参考】東大和市内の生産緑地において、
直売所が設置。周辺の生産者との協力に
より、多数の農産物を販売している。

生産緑地法： 特定生産緑地制度

・生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できる。
・指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から３０年経過後」から、１０年延期される。
１０年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し１０年の延長ができる。

特定生産緑地の
指定から10年経過

買取り申出が可能

相続の発生等
営農を継続

(R14)

相続の発生等

(R4)

営農を継続

買取り申出が可能

買取り申出が可能

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
の
公
示

税制特例措置なし（激変緩和措置あり）

生産緑地として税制特例措置 特定生産緑地として税制特例措置が継続

10年毎に更新可能

特定生産緑地に指定しない場合

特定生産緑地に指定する場合

買取り申出するまでは生産緑地地区としての規制継続

以降、特定生産緑地の指定は受けられない

(H4)
告示から
30年経過

いつでも買取り申出が可能

指

定

期

限

の
延

長

の
公

示

所有者等の
意向を前提

所有者等の
意向を前提

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

指定

税制

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

生

産

緑

地

地

区

の

都

市

計

画

の

告

示

指定

税制

生

産

緑

地

地

区

の

都

市

計

画

の

告

示

生産緑地として税制特例措置

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

■相続税等 ：次の相続における納税猶予の適用なし

既に納税猶予を受けている場合、次の相続までは、現世代に限り猶予継続

■固定資産税等 ：宅地並み課税

  ５年間、課税標準額に軽減率(１年目:0.2,２年目:0.4,３年目:0.6,４年目:0.8)を乗じる

激変緩和

激変緩和

平成３０年４月１日施行

相続の発生等 相続の発生等



農地評価
・売買事例価格による評価

農地課税
・課税額=評価額×1.4 ％
・前年度比10%増までに抑制

生産緑地と税制

納税猶予あり
２０年営農で免除

原則自由（届出制）

三大都市圏特定市※１の
市街化区域内農地

生産緑地以外

生産緑地

一般市町村の
市街化区域内農地

一般農地

特になし 特になし 市街化調整区域内は
開発許可

原則不自由（許可制）
一定の場合、賃貸借可能

宅地並み評価
・宅地評価額－造成費相当額

宅地並み課税
・課税額=評価額×1/3×1.4％

・前年度比5％増までに抑制

宅地並み評価
・宅地評価額－造成費相当額

農地に準じた課税
・課税額=評価額×1/3×1.4 ％
・前年度比10%増までに抑制
（宅地並み評価まで上昇）

農地評価
・売買事例価格による評価

農地課税
・課税額=評価額×1.4 ％
・前年度比10%増までに抑制

納税猶予なし 納税猶予あり
終身営農で免除

貸借※２でも納税猶予継続

納税猶予あり
終身営農で免除

（Ｈ２１改正前は２０年）
貸借（農業経営基盤強化促進

法）でも、納税猶予継続

区 分

都市計画
制限

農地転用
の制限

固定資産税
の課税

相続税の
納税猶予

生産緑地以外

※１ 三大都市圏特定市とは、①都の特別区の区域、②首都圏、近畿圏又は中部圏内にある政令指定都市、③②以外の市でその区域の全部又は一部が三大都市
圏の既成市街地、近郊整備地帯等の区域内にあるもの。ただし、相続税は平成３年１月１日時点で特定市であった区域以外は一般市町村として扱われる。

※２ 都市農地の貸借の円滑化に関する法律、特定農地貸し付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく貸借に限る。

３０年まで 又は

特定生産緑地
３０年経過後

非特定生産緑地

宅地並み評価
・宅地評価額－造成費相当額

宅地並み課税
・課税額=評価額×1/3×1.4％

・前年度比5％増までに抑制

・５年間激変緩和措置

納税猶予なし
現世代の納税猶予のみ
終身営農で免除
（現世代に限り、

貸借※２でも納税猶予継続）

買取り申出可能
建築制限あり

30年（特定︓10年）
建築制限あり


